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自主保安活動チェックシートの提出及び 

平成２８年度ＬＰガス消費者保安功績者表彰について 

平成２８年４月 

 

平成２７年度より新たな保安対策として「ＬＰガス安全応援推進運動"すべてはお客様の安心のために

"」を３年間実施しております。その全国統一の実施目標に掲げた重大事故（Ｂ級以上の事故）ゼロ及び

ＣＯ中毒事故件数ゼロの達成を目指していくために、都道府県協会とＬＰガス販売事業者が連携を密に

地域性を踏まえ、全国一斉の展開を行っているところです。 

なお、ＬＰガス事故件数については、平成２７年（１～１２月）の事故件数が速報値で１６７件と減

少傾向にありますが、Ｂ級事故が４件、死者数が２人と、依然として重大事故が発生しています。 

このような状況等を踏まえ、自主保安活動の取組みが一層重要となってきていることから、標記チェ

ックシートによる自己診断の更なる推進を図ることとしています。 

なお、実施要領には記載されておりませんが、経済産業省より、商務流通保安審議官表彰の受賞歴が

高圧ガス保安経済産業大臣表彰の加点の対象となる予定であること。また、ＬＰガス販売事業者１社あ

たり申告事業所数は３事業所までとするとの方針が示されています。 

また、従来どおり、受賞者には店頭用ステッカー、車両用ステッカー等のデータが配布されます。 

つきましては、上述を踏まえ下記について、ご協力方よろしくお願いいたします。 

記 

① 「自主保安活動チェックシート」を所属の都道府県協会に提出 

別紙１（青色の用紙）の２ページ以降の申告書について自己採点を行い、その結果を別紙２（黄色

の用紙）に記載して、別紙２（黄色の用紙）を所属の都道府県ＬＰガス協会にご送付ください。 

② 平成２８年度ＬＰガス消費者保安功績者表彰を所属の都道府県協会又は七協議会連絡会等へ申告 

上記①の自己採点の結果、申告書の評価項目の総合点数が７５点以上かつ一定の条件をクリアした

販売事業者等(過去の受賞業者含む)におかれましては、別紙１（青色の用紙）を別表に記載の提出先

に期限内にご申告ください。 

＊ なお、上記①及び②については、いずれも平成２８年４月３０日現在の状況等をご記入ください。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以 上 
 

平成２８年度保安優良液化石油ガス販売事業者表彰申告の主な注意事項 

○本年４月３０日現在の状況等により申告 

○販売事業所単位で申告可 

・同一事業者の他販売事業所が事故を起こしても当該販売事業所が事故を起こしていなければ申告可 

・同一事業者の他販売事業所が立入検査による処分等を受けていても当該販売事業所が処分等を受けていなければ申告可 

○１販売事業者あたり、申告できる事業所数の上限が３事業所まで 

○連続受賞が可能 

○商務流通保安審議官表彰の受賞歴が高圧ガス保安経済産業大臣表彰の加点対象（予定） 

○自己採点結果７５点以上かつ一定の基準クリアが申告条件。被表彰者数の枠内に入れば表彰。（これまでは被表彰者数の枠

を超えたことはなかったため、申告のあった事業者等は事故等がなければ全て受賞されましたが、枠以上の申告があった場

合は制限されることを予めご了承願います） 
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平成２８年度液化石油ガス消費者保安功績者表彰実施要領 
（商務流通保安審議官表彰、高圧ガス保安協会長表彰、ＬＰガス安全委員会長表彰） 

 

自主保安活動を推進し顕著な功績を挙げた液化石油ガス販売事業者等を表彰することによ

り、液化石油ガス販売事業者等の保安意識の高揚を図り、もって液化石油ガスを利用する一般

消費者等の保安を確保するため、液化石油ガス消費者保安功績者商務流通保安審議官表彰実施

要領を制定し、この要領に基づいて同表彰を行うものとする。 

記 

１．表彰実施日   平成２８年１０月２７日(木) １４時～ 

 

２．表彰式会場   如水会館（東京都千代田区一ツ橋２－１－１） 

本会場において開催される「ＬＰガス消費者保安推進大会」において表

彰する。 

 

３．表彰の種類及び表彰対象者（被表彰者） 

表彰は、一般消費者等の保安を確保するため、自主保安活動を積極的に実施した液化石油

ガス販売事業者又は液化石油ガス販売事業者の各事業所（以下「販売事業者等」という。）、

液化石油ガス関係団体（以下「関係団体」という。）、個人及び保安機関を対象に行う。 

（１）保安優良液化石油ガス販売事業者及び保安優良液化石油ガス販売事業所の表彰 

一般消費者等の保安を確保するため、次に掲げる自主保安活動を積極的かつ総合的に

推進し、顕著な功績を挙げた販売事業者等を、液化石油ガス販売事業者にあっては「保

安優良液化石油ガス販売事業者」として、液化石油ガス販売事業者の各事業所にあって

は「保安優良液化石油ガス販売事業所」として、それぞれ表彰する。 

ただし、同一年度における高圧ガス保安産業保安監督部長表彰、同支部長表彰及び同

那覇産業保安監督事務所長表彰の該当者並びに該当事業所については、本表彰の対象と

しない。 

① 保安方針 

保安確保の体制として、目標を定め、責任と権限とを明確化しており、安全機器等の

設置の取組及び予防保全（期限管理及び交換）を積極的に講じていること。 

② 保安管理体制 

資格者の確保、設備工事の管理、一酸化炭素中毒事故防止対策及び埋設管の管理を積

極的に講じていること。 

③ 保安業務（法定保安業務以外の自主的な保安高度化の取組） 

自主的な保安高度化の取組及び消費者保安啓発活動を積極的に講じていること。 

（２）保安功労者、優良液化石油ガス関係団体及び優良保安機関の表彰 

次に掲げるいずれかの項目について、液化石油ガス消費者保安対策の推進に関して指

導的役割を果たした個人を「保安功労者」として表彰する。また、同様に液化石油ガス

消費者保安対策の推進に関して積極的に貢献した関係団体にあっては「優良液化石油ガ

ス関係団体」として、保安機関にあっては「優良保安機関」として、それぞれ表彰する。 

① 保安活動を積極的に展開し、その効果が上がっていること。 

② 保安に関するボランティア活動に参加し、その功績が認められること。 

③ 事故防止に関し積極的に対応した経験があること。 

④ 教育機関において、保安啓発活動に尽力したこと。 

⑤ 保安に関する技術進歩のために特に顕著な功績を挙げたこと。 
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⑥ その他、保安のために特に顕著な功績を挙げたこと。 

⑦ 保安の確保及び安全性の向上のために永年にわたり顕著な功績を挙げ、勤続又は就業

年数２０年以上であること（年数は通算とし、保安に関する業務に限る。）。（保安功労

者のみ対象） 

（３）上記（１）及び（２）の規定にかかわらず、液化石油ガスの保安等に特に顕著な功績を

挙げた個人、企業又は団体を表彰することができる。 
 

４．被表彰者数 

被表彰者数は、次に掲げるものとする。 

① 商務流通保安審議官表彰 

上記３（１）、（２）、（３）を合わせて５０者以内 

② 高圧ガス保安協会長表彰 

未定（昨年度は上記３（１）は５０者以内、（２）は１５者以内） 

③ ＬＰガス安全委員会長表彰 

未定（昨年度は上記３（１）は５０者以内、（２）は３０者以内） 

 

５．被表彰者の推薦の基準及び方法 

（１）保安優良液化石油ガス販売事業者又は保安優良液化石油ガス販売事業者の各事業所に係

る推薦 

① 当該表彰に係る推薦を行おうとする者は、別紙１「保安優良液化石油ガス販売事業者

又は保安優良液化石油ガス販売事業者の各事業所表彰申告書」（以下「申告書」という。）

に必要事項を記入して、評価項目の総合点数が７５点以上の場合、下記に提出すること

（自薦、他薦は問わない。）。 

また、本表彰の対象となる各保安項目の実施状況は、毎年４月３０日時点を基準と

する。 

② 推薦の手順は以下のとおりとする。 

イ 経済産業省（以下「本省」という。）が所管する販売事業者等が被推薦者である場

合は、日本液化石油ガス協議会（以下「日液協」という。）が窓口として申告書を取

りまとめ、本省と協議した上で本省に対して提出する。 

ロ 経済産業局、産業保安監督部・支部及び那覇産業保安監督事務所（以下「監督部等」

という。）が所管する販売事業者等が被推薦者である場合は、各監督部等の管轄区域

の液化石油ガス販売事業者連絡協議会（以下「地域液協」という。）が窓口として申

告書を取りまとめ、当該産業保安監督部・支部及び那覇産業保安監督事務所（以下

「監督部」という。）と協議した上で申告書を監督部に送付し、当該監督部から本省

に対して提出する。 

なお、地域液協がない監督部等が所管する販売事業者等にあっては、当該販売事

業者等を所管する監督部が窓口として申告書を取りまとめ、本省に対して提出する。 

ハ 各都道府県が所管する販売事業者等が被推薦者である場合は、当該都道府県エルピ

ーガス協会が窓口として申告書を取りまとめ、当該都道府県と協議した上で申告書

を当該都道府県に送付し、当該都道府県から管轄する監督部を経由して本省に対し

て提出する。 

ニ 

a  日液協、地域液協及び都道府県エルピーガス協会は、別紙２「保安優良液化石油

ガス販売事業者又は保安優良液化石油ガス販売事業者の各事業所表彰候補者に対
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する評価・意見書」を作成するものとする。作成に際しては、当該販売事業者等の

申告書を添付するものとする。 

b  監督部及び都道府県は、別紙２「保安優良液化石油ガス販売事業者又は保安優良

液化石油ガス販売事業者の各事業所表彰候補者に対する評価・意見書」を作成する

ものとする。 

なお、作成に際しては、当該販売事業者等の申告書を添付するとともに、必要に

応じて、当該ＬＰガス販売事業者等に対し、ヒアリング等を行うものとする。 

（２）保安功労者、優良液化石油ガス関係団体及び優良保安機関の表彰に係る推薦 

日液協、地域液協、各都道府県エルピーガス協会は、当該表彰に係る保安功労者等を

選定し、別紙３「保安功労者の表彰候補者に対する評価・意見書」及び別紙４「液化石

油ガス関係団体及び保安機関の表彰候補者に対する評価・意見書」（以下「評価・意見

書」という。）を作成した上で、次の①から④までの方法により提出する。（別紙３及び

別紙４は添付していません。） 

なお、日液協、地域液協及び各都道府県エルピーガス協会以外の推薦者は、本省、監

督部又は都道府県と協議した上で提出する。この場合において、当該推薦者は評価・意

見書を本省に送付する。 

また、推薦は、他薦によることとする。 

① 日液協は、本省と協議した上で提出する。この場合において、日液協は評価・意見書

を本省に送付する。 

② 各監督部は、地域液協と協議した上で提出する。この場合において、各監督部は評価・

意見書を本省に送付する。 

③ 地域液協のない監督部等は、当該表彰に係る保安功労者等を選定し、提出する。この

場合において、監督部は評価・意見書を本省に送付する。 

④ 各都道府県は、各都道府県エルピーガス協会と協議した上で提出する。この場合にお

いて、各都道府県は評価・意見書を、当該都道府県を管轄する監督部を経由して本省に

送付する。 

（３）３．（３）に該当する個人、企業又は団体表彰に係る推薦を行おうとする者は、功績の

内容を記載した別紙３又は４に準じた評価・意見書を作成し、本省に対して提出する。こ

の場合において、当該推薦者は評価・意見書を本省に送付する。 

 

６．申告書の提出期限 

  別表のとおり 

 

７．被表彰者の決定等 

（１）被表彰者の選考及び決定 

被表彰者は、５．の推薦のあったものについて別紙５「液化石油ガス消費者保安功績者

商務流通保安審議官表彰の選考基準」に基づき、商務情報政策局商務流通保安グループで

審査の上決定する。 

（２）被表彰者の決定通知 

本省は（１）の結果、被表彰者を決定した場合は、各監督部、各都道府県、日液協及び

一般社団法人全国ＬＰガス協会に通知する。ＬＰガス安全委員会は、当該決定を各都道府

県エルピーガス協会に通知する。 

（３）表彰の方式 

表彰は表彰状の交付により行う。 
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別紙５ 

 

液化石油ガス消費者保安功績者表彰の選考基準 

 

Ⅰ．「保安優良液化石油ガス販売事業者又は保安優良液化石油ガス販売事業者の各事業所の表

彰」「保安功労者、優良液化石油ガス関係団体及び優良保安機関の表彰」における各表彰者

の選考は、次の基準により行うものとする。 

 

１．保安優良液化石油ガス販売事業者又は保安優良液化石油ガス販売事業者の各事業所の表彰 

保安対策の実施状況の審査は、申告書の総合点数(評価項目を含む。)等を勘案の上、その

実績が優秀であり、次の各項目に適合すること。 

 

① 過去５年間に行政の立入検査（液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する

法律（以下「液石法」という。）第８３条の規定に基づく「立入検査」をいう。）を受け、

液石法の違反に基づく処分又は指導（以下「処分等」という。）を受けていないこと（販

売事業者の責任によらない場合を除く。）及びその他の場合において液石法の違反に基

づく処分等を受けていないこと。 

② 過去５年から１０年の間に処分等を受けている場合は、必要に応じ、処分等の内容に

ついて立入検査等により改善状況が確認できること。 

③ 人損を伴う液化石油ガスに係る事故が過去５年間（人損を伴わない事故にあっては過

去３年間）ないこと（事故に係る責任の所在が不明な場合も含む。）。ただし、事故の発

生が販売事業者の責任によらない場合にあっては、この限りではない。 

④ 申告内容と実施状況とに齟齬がないこと（齟齬が認められた場合は、表彰以降でも表

彰を取り消すものとする。）。 

⑤ その他の法令の違反、刑事事件を起こし、表彰するにふさわしくないものではない。 

 

 

２．保安功労者、優良液化石油ガス関係団体及び優良保安機関の表彰 

 

 （１）被表彰者の選考に当たっては、次の項目により審査し、次の項目のうち、いずれかの

項目に該当する場合には、（２）により審査を行う。 

   ① 液化石油ガスの保安に係る特色のある保安活動を展開し、その効果が上がっている

こと。 

② 液化石油ガスの保安啓発にボランティア活動等を通して参加し、その功績が認めら

れること。 

③ 液化石油ガスによる事故の発生を未然に防止し、又は既に発生した事故を大事に至

る前に防いだ経験があること（当該事故の原因が自己の職務上の責任によらない場合

に限る。）。 

④ 小中学校等の教育機関において、液化石油ガスの保安啓発活動に長年にわたって尽

力したこと。 

⑤ 液化石油ガスの保安に係る技術進歩のために特に顕著な功績を挙げたこと。 

⑥ その他、保安のために特に顕著な功績を挙げたこと。 

⑦ 保安の確保及び安全性の向上のために永年にわたり顕著な功績を挙げ、勤続又は就

業年数２０年以上であること（年数は通算とし、保安に関する業務に限る。）。（保安

功労者のみ対象） 
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 （２）保安功労者、関係団体及び保安機関にあっては、次の項目に適合すること。 

① 保安功労者であって液化石油ガス事業者又は保安機関に所属する場合にあっては、

保安功労者及び当該所属会社において液石法又はその他の法令に基づく立入検査及

びその他の場合において処分等を受けていないこと、かつ、保安功労者又は保安功労

者の所属会社に起因した人損を伴う液化石油ガスに係る事故が過去１０年間（人損を

伴わない事故にあっては過去３年間）ないこと（事故に係る責任の所在が不明な場合

も含む。）。 

② 保安功労者であって関係団体に所属する場合又は関係団体にあっては、法令に基づ

く監査及びその他の場合において過去３年間に業務改善等の指導を受けたことがな

いこと。 

③ 保安機関にあっては、液石法又はその他の法令に基づく立入検査及びその他の場合

において処分等を受けていないこと、かつ、人損を伴う液化石油ガスに係る事故が過

去１０年間（人損を伴わない事故にあっては過去３年間）ないこと（事故に係る責任

の所在が不明な場合も含む。）。 

④  保安功労者にあっては、勲章を受けた者、液化石油ガス保安に関する功労により褒

章を受けた者及び近く叙勲の候補者となり得る者でないこと。 

 

Ⅱ．実施要領３．（３）に該当するものについては、別途定める審査会の審議により決定する。 
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別表  

液化石油ガス消費者保安功績者表彰の提出期限 

 

被表彰者 

被表彰者の推薦 推薦の期限 

提出先 

評価・意見書

の 

提出期限 

推薦者等 
本省への評価・意

見書の提出期限 

本省が所管する販売事業者等 日液協 ７月１２日 
日液協 ８月１２日 

日液協が推薦する保安功労者 
  

地域液協のある監督部等が所

管する販売事業者等 
地域液協 ７月１２日 監督部 

【 】は、監

督部への提

出期限 

 

８月１２日 

【７月２９日】 
地域液協が推薦する保安功労

者、液化石油ガス関係団体及び

保安機関 
  

地域液協のない監督部等が所

管する販売事業者等 
監督部 ７月１２日 

監督部 

８月１２日 

地域液協のない監督部等が推

薦する保安功労者、液化石油ガ

ス関係団体及び保安機関 
  

８月１２日 

都道府県が所管する販売事業

者等 

都道府県

エルピー

ガス協会 

７月５日 

都道府県 

《 》は、都

道府県への

提出期限 

【 】は、監

督部への推

薦期限 

８月１２日 

《７月１２日》 

【７月２９日】 

都道府県エルピーガス協会が

推薦する保安功労者、液化石油

ガス関係団体及び保安機関 
  

地域液協及び都道府県エルピ

ーガス協会以外の者が推薦す

る保安功労者、液化石油ガス関

係団体及び保安機関 

 

  

都道府県と

協議する推

薦者《 》は、

都道府県へ

の提出期限 

監督部と協

議する推薦

者 

【 】は、監

督部への提

出期限 

８月１２日 

【７月２９日】 

本省と協議

する推薦者 
８月１２日 

実施要領４．（３）に該当する

個人、企業又は団体 

   
８月１２日 
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別紙１ 

 

保安優良液化石油ガス販売事業者又は保安優良液化石油ガス 

販売事業者の各事業所表彰申告書 

（４月３０日現在） 

 

１．登録事業者名／ふりがな：                           
※１ 事業所である場合には、登録事業者名の後に括弧書で事業所名を記載すること。 

※２ 事業所である場合には、以下の＊の項目については、事業所についても付記すること。 

     資本金：                   ＊従業員数：       名 

 

２．＊所在地：〒                                

  ＊電話番号：             ＊FAX番号：             

 

３．＊代表者氏名：              ＊役職名：            

 

４．登録年月日：              

 

５．＊過去５年間の法令違反の有無：有、無 

 （最終立入検査年月日：平成  年  月  日） 

 

６．＊過去５年間の事故（消費者ミスに係るものを含む。）歴の有無：有、無 

  （発生年月日：平成  年  月  日及びその内容）                                      

                                         

 

７．＊消費者戸数：            戸 

 

８．本表彰制度における受賞歴：表彰名                        （受賞年度    ） 

 

９．その他主な表彰の受賞歴：表彰名                          （受賞年度     ） 

 

１０．関連機関における活動履歴（県エルピーガス協会等保安業務に関係した経歴があれば記載） 

                                        

                                        

 

１１．過去５年から１０年の間に液石法違反による処分又は指導（以下「処分等」という。）の有無（処分

等を受けている場合には、その処分内容と改善状況を記載） 

                                        

                                        

 

１２．保安活動の概要（自主保安として取り組んだ内容が分かるように記載のこと。）                                       

 

 

 

 

 

（申告書に評価項目表を添付のこと） 

 

 

（留意事項） 

  ・自主保安の取組についてヒアリングを行う場合があります。 

  ・被表彰者の評価項目の総合点数を公表する場合があります。 

各項目について記載漏れがないことを確認。 

（ただし、「８．」～「１１」については該当がなければ記入不要です。） 
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事業所単位での申告の場合はかっこ書きで事業所名を記載 
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項目ごとの合計を確認。（以下同じ） 
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＊ 自己採点の結果、総合計点数にかかわらず、各項目の点数、総合計等の内容を
別紙２（黄色の用紙）に記載のうえ、所属の都道府県ＬＰガス協会に提出をお
願いいたします。 

＊ なお、総合計点数が７５点以上かつ一定の条件をクリアした場合は別紙１（青
色の用紙）を、別表に記載の提出先及び期限内に申告をお願いいたします。（そ
の際は次ページの内容もご記入下さい） 
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計画の概要を項目ごとに記入。 

 

実行の概要を記入。 

 

検討・評価の概要を記入。 
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参考：受賞者に配布するステッカー等(例) 
 

 


